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別記様式第３号（第５条関係）

誓　約　書

　　年　　月　　日
　　（宛先）今治市長 　

住所又は所在地
事業者名
代表者職氏名　 　　　　　　　　　　　　　　　

　　下記事項について、誓約いたします。
　　これらが、事実と相違することが判明した場合には、当該事実に関して貴市が行う一切の措置について異議の申し立てを行いません。
1　 [bookmark: LWG=263fa303-a201-4f39-8e21-e66a3a1884b4]本補助金の対象経費について、国、県及び市町村等による他の補助制度と重複して補助金等の交付を受けておらず、今後も交付を受けることはありません。
2　 [bookmark: LWG=e3ed31c3-8cc4-4423-a648-2e5ac7bc6ca2]国及び地方公共団体等からの補助を受け、又は過去に受けたことがある場合、不正等を起こしていません。
3　 [bookmark: LWG=e78b7363-9e60-4696-9fe0-1f442da28ae5]本補助金の採択等の審査の結果については、異議を申し立てません。
4　 [bookmark: LWG=0283ec12-b2ed-4daf-b563-086189c3aeae]風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第１項に規定する風俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業、同条第13項に規定する接客業務受託営業及びこれらに類する事業を行っていません。
5　 [bookmark: LWG=f40ed497-e407-45de-b8ed-e3c6102a047a]今治市暴力団排除条例に規定する暴力団又は暴力団員若しくは暴力団員等ではありません。
6　 [bookmark: LWG=4e9ae204-4711-4c52-ab75-5938e51a5269]法人の役員等が今治市暴力団排除条例に規定する暴力団員及び暴力団員等ではありません。
（注）「役員等」とは、「法人の役員又はその支店若しくは営業所を代表する者で役員以外の者」をいう。
7　 [bookmark: LWG=c43fd862-c318-4772-974c-692c2b168f39]令和８年４月分の基本給を基準として、令和９年４月の基本給反映分までに、常時使用する従業員1人あたり平均2.5％以上（常時使用する従業員数が20人以下の事業者については、1.5％以上）の基本給の賃上げを行い、令和９年６月末までに賃上げ要件を達成したことが確認できる書類を提出します。上述の要件を満たさない場合、交付決定の取消し及び返還に異議なく応じます。
8　 [bookmark: LWG=eb518ba0-2a87-409b-b6ab-b590965b9126]本補助金の交付申請書類の記載事項及び提出書類は、事実と相違ありません。
	[bookmark: LWG=a48983a3-39c2-4f97-ab07-db31e6a82394]担当者
　職（担当）　　　　　　　氏名
　電話番号


9　 本補助金の交付決定に係る審査の結果については、異議を申し立てません。

